
　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い
る

多
久
市
国
民
健
康
保
険
・
佐
賀
県
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
加
入
者
の
う
ち
、
高
額
介

護
合
算
療
養
費
の
支
給
対
象
者
に
は
、
多

久
市
ま
た
は
佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
が
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。

■
高
額
介
護
合
算
療
養
費
と
は
？

　

�　

医
療
と
介
護
の
両
方
の
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
し
て
い
る
世
帯
の
負
担
を
軽
減
す

る
も
の
で
、
同
じ
世
帯
の
人
で
一
年
間

（
８
月
１
日
か
ら
翌
年
７
月
末
ま
で
）

に
支
払
っ
た
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の

自
己
負
担
額
を
合
計
し
、
基
準
額
を
超

え
た
場
合
に
、
申
請
す
る
こ
と
で
そ
の

超
え
た
金
額
を
支
給
す
る
も
の
で
す
。

　

※�

超
え
た
額
が
５
０
０
円
以
下
の
場
合

は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

■
申
請
書
発
送
時
期

　
　

２
月
下
旬

　

※�

次
の
項
目
に
あ
て
は
ま
る
人
は
、
申

請
の
対
象
と
な
る
旨
の
お
知
ら
せ
が

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

○�

令
和
６
年
８
月
１
日
か
ら
令
和
７
年
７

月
末
ま
で
に

・�

市
区
町
村
を
越
え
る
転
出
を
し
た
人

・�

医
療
保
険
が
変
わ
っ
た
人
（
例

：
国
民

健
康
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
）

・�
資
格
を
喪
失
し
た
人
（
亡
く
な
っ
た
人

や
生
活
保
護
を
受
け
始
め
た
人
）

　

具
体
的
な
手
続
き
に
関
し
て
は
、
市
役

所
１
階
市
民
課
保
険
年
金
係
ま
た
は
佐
賀

県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の

申
請
が
始
ま
り
ま
す

問 【
国
　
　
保
】
市
民
課 

保
険
年
金
係
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−
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−
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【
後
期
高
齢
】
佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合 

給
付
係
　
☎
0
9
5
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−
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−

8
4
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【
介
護
保
険
】
佐
賀
中
部
広
域
連
合 

給
付
課
　
　
　
　
　
　
　
☎
0
9
5
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−
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−

1
1
3
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高
齢
・
障
害
者
支
援
課 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
0
9
5
2

−

75

−

6
0
3
3

■
他
の
医
療
保
険
加
入
者
へ

　

加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
者
へ
の
申

請
と
な
り
ま
す
。
申
請
の
際
に
は
介

護
保
険
の
「
自
己
負
担
額
証
明
書
」
が

必
要
で
す
。
交
付
申
請
は
佐
賀
中
部

広
域
連
合
ま
た
は
市
役
所

１
階
高
齢
・
障
害
者

支
援
課
に
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　佐賀県内在住の人を対象に、肝炎ウイルス検査で陽
性となった人の初回精密検査やＢ型・Ｃ型ウイルス性
の慢性肝炎患者などの定期検査を受けた際の支払金額
が、一部もしくは全部が戻る制度があります。今年度
の申請期限が迫っていますので、お早めに最寄りの保
健福祉事務所で申請をお願いします。

■対象者
　�〇初回精密検査費助成
　　�Ｂ型またはＣ型肝炎ウイルス検査で陽性と判定さ

れた人で、過去に肝炎ウイルス検査の精密検査を
受けたことがない人

　�〇定期検査費助成
　　�Ｂ型またはＣ型肝炎ウイルス感染を原因とする慢

性肝炎、肝硬変、肝がんの患者で、現在肝炎治療
受給者証の交付を受けていない人

　※年度内 ２回までです（初回精密検査費助成を含む）
　※肝炎治療費助成制度を利用後の人も申請可能です
　※無症候性キャリアの人は対象外です
■保健福祉事務所（受付時間：平日 ９時〜１６時４５分）
　佐賀中部保健福祉事務所　☎︎0952-30-1905
■申請期限　 ３ 月３１日㈫
　�（ただし、 ３月16日〜３１日受診分については、 ４月
10日まで申請を受け付けます）

　※くわしくは、
　　QRコードにて
　　ご確認ください
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お
知
ら
せ

肝炎精密検査・定期検査費用の助成の申請はお早めに
問 健康増進課 健康増進係　☎0952−75−3355 ／ 佐賀県がん撲滅特別対策室　☎0952−25−7491


